
神姫タクシー姫路

寝台車 専用TEL 079-288-9010

　 ご遺体搬送サービス

　　　・お亡くなりになった大切な方を専用の車両（寝台車）にて、ご指定の場所までお送りするサービスです。

　　　・病院・施設などから「安全」、「尊厳」をもって、ご遺体を寝台車にてお送りします。

　　　・ご遺体搬送サービスを深夜や早朝を問わず、提供しています。

　　　・ご自宅など、ご指定の場所へ 「ご遺体の搬送のみ」 についても対応しています。

　　　・寝台車にはストレッチャーや担架を備えており、ご要望に応じて「寝台布団」も手配いたします。

　故人様とご遺族の大切な時のために

　・姫路市内＆西播磨エリア、そして兵庫県エリアを 24時間365日 サービスを提供しています。

　・「一般（個人）の方」、「葬儀会館」、「病院」、「施設」などからの「ご遺体搬送」の依頼に対応しています。

　お急ぎの方へ

　・ご遺体搬送サービスは、深夜・早朝、時間を問わず下記の「寝台車・専用ダイヤル」にご連絡ください

　　【 寝台車専用ダイヤル 】　 079-288-9010　 ＊24時間受付

　※ お迎え場所から搬送先までの 「時間」・「走行距離」 により 「搬送料金」・「お迎え時間」を回答いたします

　寝台車のご用命の際は、以下の項目をお知らせください。

　① お迎え場所 （病院名・施設名等および部屋番号・霊安室など）

　② お迎え時間 （病院・施設等の方に確認してください）

　③ 搬送先 （ご自宅・葬儀会館などご指定場所）

　④ 依頼者 （氏名・住所・連絡先/携帯番号）

　※「死亡診断書」の原本を確認させていただきます。

　　　

 　* 外見は 「エスティマ」車両です。 内装のみ改装しています。

    ◆ 寝台車　（エスティマ）



　運転のエキスパートが 「寝台車」 を運行します

　　弊社では、二種免許を取得しているプロドライバーが運行します。

　　自宅以外の病院や施設などで亡くなられた方を自宅または葬儀会館などご指定の場所まで故人を搬送します。

　　寝台車の後部にはストレッチャーが搭載されており、故人を寝かせた状態のまま搬送することが可能です。

◆ 主に医療施設・介護施設などからご自宅、または葬儀会館までの 

　　　　　　　　　　　　ご遺体搬送用として、ご利用いただいております。

　兵庫県エリアに対応

　　◇ 中播エリア　 ・姫路市　・神河町　・市川町　・福崎町

　　◇ 西播磨エリア　 ・相生市　・たつの市　・赤穂市　・宍粟市　・太子町　・上郡町　・佐用町

　　◇ 東播磨エリア　 ・明石市　・加古川市　・高砂市　・稲美町　・播磨町

　　◇ 北播磨エリア ・西脇市　・三木市　・小野市　・加西市　・加東市　・多可町

　　◇ 但馬エリア ・豊岡市　・養父市　・朝来市　・香美町　・新温泉町

　　◇ 丹波エリア ・丹波市　・丹波篠山市　

　　◇ 神戸市 ・西区　 　・垂水区　・須磨区　・長田区　・兵庫区　・中央区　・灘区　・東灘区　・北区



　よくあるご質問

　　Q. 寝台車と霊柩車の違いについて

　　・寝台車は、病院・施設などで亡くなられた方を自宅や葬儀会館・安置所へ搬送する際に使用する車両です。

　　・霊柩車は、葬儀が終わった後、斎場・火葬場まで故人をお送りする際に使用される車両です。

　　Q. 寝台車の料金はどのように決まりますか？

　　・搬送距離、使用時間によって料金が異なります。　詳細な搬送料金につきましては、お問い合わせください。

　　Q. 手配の流れや必要な手続きは？

　　・お電話にてご連絡をいただき、搬送日時・場所などの詳細をお伺いしたうえで、ご遺族の方へ手配の流れを

　　　説明のうえ、迅速に手配いたします。

　　Q. 深夜でも搬送していただけますか？

　　・24時間365日、深夜、早朝を問わず受付しています。

　　Q. 搬送料金の他にかかる費用はありますか？

　　・ご遺体専用の「お布団（搬送布団）」が必要になります。 「寝台用布団」については、弊社にて販売しています。

　　　その他、高速道路等の有料自動車道路を使用する際は、その区間の料金が発生いたします。

　　Q. 搬送の時に用意するものはありますか？

　　・ご遺体をご搬送する際は「死亡診断書」の原本が必ず必要です。事前に医師（病院）より取得してください。

　　Q. 葬儀会館が決まっていませんが、搬送していただけますか？

　　・「ご遺体の搬送のみ」につきましても受付・対応しています。 自宅などへお運びした後、ご家族が葬儀会社を

　　　お選びする時間をお持ちいただけます。

　　Q. 時間の指定はできますか？

　　・時間指定は可能です。 事前に病院、施設のご担当者にお迎え可能な時間をご確認ください。

　※霊柩運送事業は「貨物自動車運送事業法」に基づいており、法律的に「寝台車」は一般貨物自動車として扱われます。

　　 寝台車利用には、陸運局の許認可が必要です。

　　 弊社では一般貨物自動車運送事業（霊きゅう限定）として国土交通大臣から許可を受け、緑色のナンバープレートで

    運行しています。

　　

神姫タクシー姫路 フリーダイヤル　0120-930-307

神姫タクシー姫路　『国土交通省 近畿運輸局許可 近畿自貨第66号 一般貨物自動車運送事業(霊柩)』


